
(仮称)安芸太田町かわまちづくり協議会設立総会 次第 

                            日時：令和８年２月 19日(木) 10：00～ 

               場所：安芸太田町役場東館 大集会室 

 

１．開 会 

 

 

２．議事 

 

 

（１）かわまちづくりの概要について 

 

 

（２）規約の制定について 

 

 

（３）協議会役員の選出について 

 

 

（４）現在の検討状況について 

 

 

３. その他 

 

 

４． 閉 会 

 

 

〈配布資料〉 

出席者名簿 

協議会規約（案） 

意見聴取シート 

資料１  かわまちづくりの概要について 

資料２  太田川中上流部（温井ダム～津浪）かわまちづくり現在の検討状況 

について 

参考資料 令和８年度温井ダム放流記者発表 
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“かわづくり”と“まちづくり”が一体となった 良好な水辺空間の形成

連携
使いきれていない地域資源（魅力）
⇒歴史・文化・景色・水辺

・高水敷・堤防 など

既存の事業・イベント
⇒まちづくり、健康づくり など

川を日常的に楽しめる『場』に変化させ、交流の拠点に
そして、魅力的な『まち』へ

地域住民(市民・団体)の
新しい発想

かわまちづくりとは、河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、

歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川

管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す取組みです。

かわまちづくり登録件数:３０３箇所 ※令和７年8月時点

（１） 制度の内容
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市町村等からの申請にもとづき計画の登録を行い、河川管理者（国土交通省等）では親水護岸などのハード整備のほか、河

川空間へのオープンカフェの設置をはじめとした、地域のニーズに応じて河川空間の多様な利用を可能とする「都市・地域再

生等利用区域」の指定を行うなどのソフト対策の支援を実施します。

（１） 制度の内容

【河川管理者（国土交通省等）の支援内容】
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役割分担（イメージ）

住民等 推進主体（市町村） 河川管理者（国土交通省）

計画策定 ・利活用や整備のニーズ、方向性 ・他計画との整合（景観、都市計画等）
・市長名でかわまち申請

・河川整備計画との整合
・かわまち申請補助（助言）

利活用 ・継続的な利活用の実践 ・住民等協働による利活用 の実践のサポート ・ソフト対策支援（都市・地域再生等利用区域
の指定等）

整備 ― ・上物整備（トイレ、ベンチ、植樹等） ・基盤整備（河川敷の整正、散策路、階段等）

維持管理 ・利活用と併せた維持管理（清掃、草刈り等） ・定期的な維持管理（施設の補修、除草等） ・河川管理上の維持管理（護岸補修等）、出水
後の土砂撤去等
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・整備箇所の占用 → 維持管理の委託
・利用施設、新規整備施設の点検、維持修繕
・日常の土砂撤去、除草、清掃 等
・小規模な塵芥、土砂撤去
例） 樹木の手入れ

整備した階段や遊歩道の点検、補修
高水敷の除草、清掃
出水後の塵芥処理や土砂撤去等

・河川管理施設の点検、維持修繕
・占用範囲外での維持管理
・大規模出水等による災害復旧
・大規模な塵芥、土砂撤去

例） 堤防や護岸の点検、補修
河道内の堆積土砂撤去、法面除草
堤防、護岸等被災した場合の復旧
出水後の塵芥処理や土砂撤去等

推進主体（市町村） 河川管理者（国土交通省）

堤防、護岸等の災害復旧
地域住民による清掃、除草 高水敷の除草樹木の手入れ

クリーン作戦による清掃

大規模な塵芥、土砂撤去

・クリーン作戦等のイベント開催
・除草、清掃（日常利用箇所）

地域の清掃活動等での清掃、除草

連携、協力 連携、協力

住民等

かわまちづくりの登録に向けては、利活用の中心となる地域の

方々が主体となり計画の内容（利活用や整備のニーズや方向性

等）を検討し、市町村が申請書を提出することが必要です。

登録後は、官・民が連携して場の整備を行い、利活用、維持管理

等を行っていきます。

（２） 役割分担
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〈渡川水系中筋川（高知県宿毛市、四万十市、三原村）〉 ※R6年度登録

中筋川ダム周辺の設備の利便性向上に向けた再整備、横瀬川ダム周辺の建設時の設備の活用、アクティビティ活用促進に向けた基盤整備の実施を予定。
整備施設を活用したイベント等を開催し、ダムを拠点とした地域の賑わいを創出をめざす。

（３） かわまちづくり支援制度の活用事例 【①ダムを拠点とした環境整備と周辺地域との連携】

アユのつかみ取り体験 蛍湖まつりでのカヌー・SAP体験 蛍湖まつりでのキッチンカーの出店 蛍湖まつりでの体験型ダム見学



〈佐波川水系佐波川（山口県山口市）〉※R6年度登録

河川管理者が、親水護岸、坂路および散策路、高水敷にイベントスペースの整備を支援。
市が、駐車場の拡充、既存公園再整備、トイレ施設整備を行い、レクリエーション（日常・イベント利用等）の拠点や地域活動・自然体験の拠点として活用予定。

（３） かわまちづくり支援制度の活用事例 【②レクリエーション・自然体験の拠点整備】

水遊び場所の整備イメージ サイクリングイベントのイメージ

かわまちづくりの目標と取組内容
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〈吉井川水系吉井川（岡山県和気郡和気町）〉 ※H２９年度登録

国による基盤整備（法面、親水護岸等）と、町による駐車場、トイレ、広場の整備により、水辺利用者が増加。サイクリングやウォーキングのほか、生物観察会やカ
ヌーツアーが実施されている。
食事処を含む広場は市が占用し、使用契約によって食事処の事業者が管理を行っている。日常的な清掃等は地元団体、地元住民により実施。

（３） かわまちづくり支援制度の活用事例 【③回遊性向上による水辺利用の活性化】

事業実施の効果
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【審査項目（実施要項）】

・実施の効果

・市町村、民間事業者及び地域住民の熱意の高さ

・実現可能性（関係者の役割分担と実施体制の確保等）

実施の効果

：地域活性化に資す

ること

・自治体のまちづくりの
方針との合致

・評価指標と目標の設定

熱意の高さ

：地域の熱意を示

すこと

・協議会等の開催

・社会実験の実施

・キーパーソン

実現可能性

：実施段階の役割

分担

・計画段階の推進体制
（協議会等の設立）

・実施段階の推進体制
（利活用の体制、安全管

理の体制）

・維持管理の役割分担

「かわまちづくり計画」を申請した際、以下のポイントで

国土交通省 水管理・国土保全局により審査されます。

「かわまちづくり計画策定の手引き」

（４）申請のポイント



• 社会実験とは一般に、新たな制度や技術などの施策を導入する際、場所と期間を限定して試行することで有効性の検証や問題の把握を行うものです。
• 計画策定期間では、社会実験により実際にフィールドを使ってみて、使い勝手を考えた整備を提案したり、検討した利活用メニューのニーズの高さなどを確

認したりします。かわまちづくりの登録の要件となる、【実施の効果】（整備した場合、利活用する人はいるか）、【熱意の高さ】（地域に思いがあるか）、
【実現の可能性】（利活用や維持管理の体制はあるか）を示す材料にもなります。

• 整備期間も社会実験を行い、詳細設計へ反映したり、今後の利活用・維持管理に向けた準備を進めます。
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計画策定期間

（整備期間）

（整備後）
利活用・

維持管理期間

企
画

実
施

検
証

・社会実験として実際にフィールドを使っ
てみて、使い勝手を考えた整備を提案す
る

・利活用メニューに対する参加者のニーズ
の高さや、継続するための体制を構築す
る。

社会実験
の継続

自立した
利活用・
維持管理

・会議、社会実験を通して検討した構想、
計画が形になる

・中長期的な利活用・維持管理に向け、社
会実験の継続により、収支を含め、更な
る準備を進める

・本活動として継続的に実施する。
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かわまちづくりでは、公平性の確保や合意のための組織が必要となります（承認組織）。

また、具体的な検討を行うため、実際に利活用や維持管理をしている団体等からなる組織が有効となります（実践組織）。

「かわまちづくり計画策定の手引き」

自

治

体

、

国

土

交

通

省

協力

事
務
局(

支
援
組
織)

承認組織
（仮称）かわまちづくり協議会

地域団体・学識者・行政関係 等

…かわまちづくり計画の策定、取組の承認

実践組織
（仮称）かわまちづくり検討部会

地域住民・活動団体・行政関係 等

…具体的な取組内容の企画・検討・実践（社会実験）

承認 報告
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安芸太田町かわまちづくり協議会規約（案） 

 

（名 称） 

第１条 本会は、「安芸太田町かわまちづくり協議会」（以下「協議会」という）と称

する。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、太田川の更なる魅力向上を図り、地域活性化に繋げることを目的

とした「かわまちづくり計画」（以下「計画」という。）の策定に必要な事項を検討

することを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、次に掲げる項目について協議を行う。 

（１）計画及び計画の推進にかかる具体的な施策の立案に関すること。 

（２）施策の実施状況の評価、計画の点検及び見直しに関すること。 

（３）その他かわまちづくりの推進に関すること。 

 

（組 織） 

第４条 協議会は、別表に定める団体よりそれぞれ１名を選出された者（以下「委員」

という。）により組織する。ただし、協議会の中で了解を得た上で、運用上必要な委

員の追加及び変更ができるものとする。 

２ 協議会にアドバイザーを置くものとし、アドバイザーは国土交通省太田川河川事

務所及び温井ダム管理所とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長各１名を置き、それぞれ委員の互選により、定め

る。 

２ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（任 期） 

第６条 委員の任期は、第３条に規定する事業が完了するまでとする。 

 

（会 議） 

第７条 協議会の会議は、会長がし、会務を進行する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

 

（ワーキンググループ） 

第８条 会長は、協議会の事務を処理するにあたり、必要な事項を検討するため、ワ
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ーキンググループ（以下「検討会」という。）を設置することができる。 

２ 検討会の所掌事務は、計画に関する構想の立案及び施策の推進検討とする。 

３ 検討会の委員は、会長が計画の推進に資する団体等から候補者を選出する。なお、

委員は、協議会の委員との兼務を妨げない。 

４ 検討会は、会長が必要に応じて招集する。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の事務を処理するため、安芸太田町道の駅推進チームに事務局を置く。 

 

（その他） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定め

る。 

 

 

 

 

附 則 

この規約は、令和 ８年  月  日から施行する。 
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 別 表  

〇安芸太田町かわまちづくり協議会 構成員 

 

温井ネットワーク協議会 会長  

（一社）NUKUI OUTDOOR FIELD 代表理事  

津浪振興会 会長  

ぷらっとホームつなみ 店長  

太田川上流漁業協同組合 代表理事組合長  

安芸太田町 PTA連合会 会長  

安芸太田町商工会 事務局長  

（一社）地域商社あきおおた 事業本部長  

安芸太田町 
道の駅推進チーム

担当課長 
 

 



太田川中上流部（温井ダム～津浪）
かわまちづくり

現在の検討状況について

安芸太田町

令和８年２月１９日

1



自治体（安芸太田町）の方針

2

・第３次安芸太田町長期総合計画「安芸太田町総合ビジョン」（策定：令
和7年3月、計画期間：令和7年度～令和14年度）では、太田川を町の
“強み”として、自然環境を守り、自然を活かした観光の推進や担い手育成に
取り組むこととしている。

・「第３期安芸太田町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（策定：令和7年3月、計画
期間：令和7年度～令和10年度）では、具体的な施策としてサイクルツーリズムやイン
フラツーリズム等を挙げている。

2



自治体（安芸太田町）の方針

3

・「第2次広島県自転車活用推進計画」（策定：令和4年12月、計画期間：令和4年～令和7年度）にて、サイクリングのモデルルートとして安芸太田町を含む「やまがたロ
ングサイクルコース」が設定され、その中で、「太田川交流館かけはし」にサイクリングスタンドが設置されている。
・また、令和7年6月には瀬戸内地域やその周辺地域を世界に誇るサイクリングの推進エリアとするため、自治体、国、経済連合会等で構成するSetouchi Vélo協議会8回目
のミーティングが安芸太田町で開催されるなど、サイクリングの機運が高まっている。

3



安芸太田町資源マップ

⑥太田川交流館かけはし

⑦川・森・文化交流センター

⑨ぷらっとホームつなみ

戸河内地区

⑪道の駅 来夢とごうち

旧JR津浪駅跡地を活用
し、津浪振興会(地元自
治体)が運営する交流
施設。飲食や地元野菜
などの販売のほか、太
田川を活用したイベント
も実施。

旧JR加計駅の跡地を活
用し、交流館や駐車場、
鯛焼よしおや月ヶ瀬温
泉等の施設が集約され、
町内外から人が集まる。

温井ダム建設工事の宿
舎を改装し、加計地方
の文化継承の地点とし
て活用。住民や観光客
の憩いの場となってい
る。

加計地区

⑩津浪の棚田

農林水産省のポスト棚田
百選に選定。遊休農地で
のソバ栽培やビオトープ
を再生・復活させる企画
を進めている。

⑧深山峡
深山川の清流に刻まれ
た渓谷。加計スマート
ICから近く散策道も整
備。夏にはライトアップ
や夏祭りが行われる。

⑤きっちんたまがわ④グローバルリゾートNUKUI

温井地区

「ダム湖100選」に選定。
毎年10月には「龍姫湖
まつり」が開催され、多
くの人で賑わう。湖面
ではカヌーやSUP、
ウェイクサーフィンなど
水上アクティビティが
体験できる。

温井ダムに隣接したア
ウトドアリゾートで、グ
ランピングやドッグラン
が併設されている。

温井ダムに隣接する
飲食店。温井ダムをイ
メージしたダムカレー
も販売。

温井ダムに隣接したリ
ゾートホテル。令和7
年度にリニューアル
オープンされた。天然
温泉も併設されている。

②龍姫湖

アーチ式ダムとしては黒部ダムに次ぐ
日本二番目の高さを誇る。毎年4月～
6月には、観光放流が行われている。
国土交通省の「インフラツーリズム魅
力倍増プロジェクト」のモデル地区に
選定。周辺地域と連携した持続可能な
観光コンテンツ造成を進める。

①温井ダム

⑫三段峡

町の玄関口である戸河
内IC前にあり、レンタ
サイクルや綺麗な景色、
食事を楽しめる。利便
性や集客力を高めるた
めの再整備を進めてお
り、Ｒ9年度の開業を予
定している。

全長16kmの三段峡は、
西中国山地国定公園の一
部で、特別名勝に指定さ
れている。セラピーロード
の散策や渡舟のほか、カ
ヤックやSUP体験など、
大自然を満喫するアク
ティビティも充実してい
る。

グローバルリゾート
NUKUI

温井ダムリゾート

龍姫湖

温井ダム

川・森・文化
交流センター

深山峡

津浪の棚田
道の駅

来夢とごうち

井仁の棚田

杉の泊
ホビーフィールド

太田川交流館
かけはし

きっちんたまがわ

上殿
さくら公園

戸河内IC

月ヶ瀬温泉

③温井ダムリゾート

津浪地区

三段峡

ぷらっとホームつなみ

月ヶ瀬公園

道の駅マルシェ
毎月第4日曜日（⑪）

井仁棚田
体験会（⑬）

アマゴの
つかみ取り
（⑨：太田川）

ぷらっとホーム
つなみ春祭り

（⑨）

津浪地区と
温井ダム周辺
日帰りフット
パスツアー

龍姫湖まつり
（①、②）

深山峡
滝と風のまつり

（⑧）

Fun Ride
ひろしま in
やまがた

サイクルランド
（①）

納涼加計まつり
（⑥）

五サー市
（⑥）

三段峡SUP体験
(⑫)

太田川

凡例
主要施設
名所
中国自動車道IC
中国自動車道
河川

やまがたサイクリングマップ

棚田コース
滝山川コース（新設）
オプションコース

筒賀の大銀杏

加計地区

温井地区

戸河内地区

津浪地区
加計SIC

4



地域での利活用・整備ニーズ（温井地区）
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（一社）NUKUI OUTDOOR FIELD

ホームページ

インフラツーリズムの推進

・温井ダムは太田川の支川滝山川の中流部に建設された太田川水系初の多
目的ダムであり、アーチ式ダムとしては黒部ダムに次ぐ国内第２位の高さを
誇る。日本ダムアワード放流賞も受賞した大迫力の放流にはファンも多く、
放流時は多くの見学者が県内外から訪れる。

・令和６年には『インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト』に中国地方で初め
て選定。それを受け、安芸太田町では温井ダムの特色を生かし、地域と連携
した持続可能な体制づくりを行い、ダム見学ツアーやウォーターアクティビ
ティを核とした新たな観光拠点づくりを推進している。

NUKUI OUTDOOR FIELD
ツーリストセンター

（令和８年４月オープン予定）

龍姫湖の湖面と温井ダム周辺環境の魅力的な地域資源や人材を生かして、エリア一帯の活性化
や事業者間連携に取り組むことを目的に設立。

・令和８年からは、堤体エリ
アのオープン化に向け、イ
ンフラツーリズムの社会
実験の本格実施を予定し
ており、ツアーコンテンツ
の造成やガイドの育成等
を進める。

温井ダムインフラツーリズム 管理運営スキーム（案）

インフラツーリズム社会実験（R7.10.19）

・令和７年10月１９日に行われた「龍姫湖まつり」では『温井ダム放流スペクタ
クルツアー第一弾』と題し、インフラツーリズム試行ツアーを実施。

・ツアー内容、ガイドの説明、料金ともに、参加者の高い満足度が得られた。

コンジットゲート操作室
キャットウォークから放流見学

【ツアーの概要】
・右岸下流広場、常用洪水吐キャットウォークからの放流見学
・１回10人（高校生以上）、1時間、ツアーガイド2名、料金一人３千円

発電・利水の説明右岸下流広場での放流見学

【参加者数】
・１０月１７日（試行テストツアー）１１名（太田川、弥栄ダム、河川部）
・１０月１９日AM（試行ツアー）５名（予約８名、キャンセル３名）
・１０月１９日PM（試行ツアー）７名（予約１０名、キャンセル３名）
（参考）１０月１９日PM（団体ツアー）１８名（山陽新聞社）

Q16. 今後、温井ダムや龍姫湖周辺でどのような
イベントがあれば参加したいですか？
（主な意見）
・放流イベント・見学会
・放流ゲートの間近まで行けるツアーがあれば参
加したいです
・太郎さんとこに入らせて欲しいです
・温井ダムの普段行けないところを行ってみたい

治水太郎
（中位標高放流設備に設置）



Lake Ryuki Water Complex

ホームページ

湖面の利活用

・『ダム湖100選』にも選ばれている龍姫湖では、令和4年に湖面
を活用した社会実験が開始されたことに伴い、龍姫湖の有効活用、
自然環境保全、事故発生時の迅速な対応、地域の連携強化を目
的に「龍姫湖利用協議会」を設立。

・令和7年から湖面のオープン化が本格的にスタートし、ウェイク
ボードやカヤック、SUP等のウォーターアクティビティが行われて
いる。

龍姫湖でウェイクサーフィン、カヤック・カヌー、
SUPなどのアクティビティ体験を提供。

例年秋に開催される龍姫湖まつりでも、
ウォーターアクティビティ体験を実施。

地域での利活用・整備ニーズ（温井地区） 温井ダムかわまちづくりワークショップ

・温井地区のかわまちづくりに関するワークショップを開催

・安全に水辺に近づけるように親水護岸、湖岸へのアプローチ可能な施設（スロープ、
階段）を求める意見や、半島の遊歩道の整備等を求める意見が挙げられた。

【実施概要】
日時：令和７年８月２８日(木) １４：２０～１７：００
場所：温井ダム管理所 ３階 大会議室

○議事次第
１．開会
２．温井ダムと地域のかかわりヒアリング
３.温井ダムおよびその周辺の活性化と利活用に向けたグループ討議
4.全体での意見交換
５.閉会
○参加者
地縁団体温井徳行会、温井自治会、PUBｚWAKESURF、グローバルリゾート温井、
地域商社あきおおた、温井ダム管理所、安芸太田町産業観光課、
安芸太田町道の駅推進チーム、前温井ダム管理所長

○温井ダムエリアの良いところ、素晴らしいところ

・自然豊かな環境で人けがあまりなく喧騒から隔離されたような環境

・急峻な地形、立入が制限された特別な空間に入れることが利用客に喜んでもらえるポイント

・山に囲まれていて風も少ない上、水質がよく、水深もあるので、ウォーターアクティビティに適した環境

・グローバルリゾート温井は静穏な環境下にあり、健康志向の利用客に高評価を受けている

○温井ダムエリアで不足しているハード整備、ソフト整備

・安全に水辺に近づけるような階段工等親水護岸の整備

・気軽に湖畔で水遊びができるような環境整備

・団体客への対応が容易にできるような環境整備（例：駐車場整備）

・ダム下流面を使ったプロジェクションマッピングや花火などの夜間に楽しめる催し

・湖面利用だけでなく、水や山など自然環境に関するソフト整備

○温井ダムおよびその周辺の活性化と利活用について

（現状施設の改修・修繕）

・駐車場の増設

・温井ダム直上流に位置する半島の遊歩道の整備

（新規で整備したい施設およびアイデア）

・子供が水辺で遊べる場所

   （湖岸に釣りスポットや子供用プール、小温井川を活用した ウォータースライダー等親水施設の整備）

・スロープ・階段など湖面へアプローチ可能な施設の整備

・ヤマメの養殖場の整備

・道の駅や店舗出店

・茶ウナキャンプ場をスタート地点とした湖面ツアー

・ダム放流のスケジュールに合わせたダムのライトアップの検討 6



地域での利活用・整備ニーズ（津浪地区）

7

ぷらっとホームつなみSNSアカウント（インスタグラム）

あまごのつかみ取り
（ぷらっとホームつなみインスタグラムより）

ぷらっとホームつなみ春祭り
（ぷらっとホームつなみインスタグラムより）

とんど（ぷらっとホームつなみインスタグラムより）

＜SNSでの情報発信＞

・「ぷらっとホームつなみ」はJR可部線の廃駅を活用した
交流施設で、津浪地区の住民で構成する「津浪振興会」
が、アイデアを出し合い地域を盛り上げる運営を行って
いる。

・地元野菜の農産物直売、レストラン運営、炭火焼のあゆ
や鶏串の販売等を行っている。ドッグランも併設。

・津浪地区にはホソバナコバイモやカタクリの群生地が
あり、津浪振興会が草刈りなどの管理を行っており、鑑
賞に多くの人々が訪れる。カタクリの花が見頃を迎える
頃に、例年「ぷらっとホームつなみ春祭り」を開催、津浪
地区の無形文化財「津浪太鼓踊り」や神楽も披露され、
地域内外の人々でにぎわう。

・夏には太田川で例年「あまごのつかみ取り」が行われ、
地域内外の子どもたちが楽しむ。

・そのほかにも、秋祭りやとんど等の地域イベントが行わ
れており、SNSでイベント等の情報発信も積極的に行
われている。

・津浪地区は、地域の活性化に取り組んでいる優良な事
例として、平成28年に農林水産省より『第3回ディスカ
バー農山漁村の宝』にも選定されており、プラットホー
ムつなみが隣接する太田川の整備により、地域の活動
の場が増え、さらなる活性化が期待できる。

ぷらっとホームつなみ



コテージ

船着場

展望台

温井ダムリゾート

きっちんたまがわ

温井店

温井ダム管理所

駐車場

凡 例
既設場内通路 現状通行可能(町管理)
既設場内通路 現状通行可能(国管理)
既設場内通路 現状通行不可⇒遊歩道整備(国管理)

網場

右岸と左岸を行き来で
きるように河川管理用
通路・階段を整備

落下防止フェンス

階段

湖面のアクティビティにも
活用しやすい親水護岸を整備

①親水護岸

③小温井川

仮設立入禁止柵では
安全性に課題がある
ため整備

⑥ダム堤体右岸

駐車場からもカヌー等の進水
が可能になるように進入路
（階段）を整備

②進入路（階段）

貯水池の眺望を確保するために
展望台を整備

④半島展望台

⑤ダム下流右岸広場

温井ダム

駐車場

グローバル

リゾート
NUKUI 駐車場

ドッグラン

テニスコート

小温井川

ダム下流右岸広場からも安全に
放流見学等を実施できる環境
を整備 8

温井地区の整備イメージ

整備方針（湖面エリア・堤体エリア）



スマート加計IC
（出口）

スマート加計IC
（入口）

ぷらっとホーム
つなみ

旧JR橋梁

階段式親水護岸
整備予定箇所①津浪地区

太
田
川

太田川

ぷらっとホームみ

現況：河畔林が繁茂し、水辺に近づくことが困難な状況

ぷらっとホームつなみ

9

整備箇所 整備メニュー 現況・課題 目的・効果 利活用メニュー

①津浪地区 親水護岸
ロードバイク駐輪場
案内表示版
トイレ

ぷらっとホームつなみ（地元自治体が運営
する交流施設）に隣接する箇所で、太田川
の利活用ニーズが高いが、河畔林が繁茂し、
水辺に近づけない状況。

・安全に川にアプローチできるようになり、地域の利活
用促進が期待できる。

・地域のイベント
・川遊び、ウォーターアクティ
ビティ

津浪地区の整備イメージ

水辺に近づける親水護岸や、サイクリスト等の誘引につな
がる駐輪場・トイレなどを整備



グローバルリゾート
NUKUI

温井ダムリゾート

龍姫湖

温井ダム

川・森・文化
交流センター

深山峡

津浪の棚田

加計SIC

道の駅
来夢とごうち

井仁の棚田

杉の泊
ホビーフィールド

太田川交流館
かけはし

きっちんたまがわ

上殿
さくら公園

戸河内IC

月ヶ瀬温泉

三段峡

ぷらっとホームつなみ

月ヶ瀬公園
太田川

筒賀の大銀杏

加計スマートICのフル化により
新たな周遊型観光ルートの創出
が可能となる。

加計スマートICのフル化により
西方面からの観光客の増加が
期待される。

各拠点で他地区（拠点）の情報発信を行う
ことで、来訪者を他地区へ誘引し、町内で
の回遊を活性化する。

安芸太田町では、三段峡や龍姫湖でカ
ヤックやSUPなどが盛んであり、水上アク
ティビティの素地がある。このため、川の
拠点が増えることで、川を利用したアク
ティビティ、拠点間を結ぶ水上ツアー等の
活性が期待される。

加計地区

温井地区

戸河内地区

津浪地区

情報
発信

サイクリングコースの新設により
サイクリストを誘引する。

川沿いを走るサイクリストが多く、
川沿いの拠点が増え、繋がること
で、町内の滞在時間が増えること
が期待できる。また、それらの情
報発信、サイクリングルートとして
の魅力向上で、更なるサイクリスト
の誘因を目指す。

情報
発信

情報
発信

情報
発信

凡例
主要施設
名所
中国自動車道IC
中国自動車道
河川

やまがたサイクリングマップ

棚田コース
滝山川コース（新設）
オプションコース

津浪地区

・安芸太田町の東の玄関口
・サイクリング拠点
・交流拠点
・地元野菜、川魚の炭火焼き、
軽食販売
・太田川を活用したイベントの実施
・環境学習・自然体験の場

加計地区

・観光案内
・交流拠点
・サイクリング拠点
・地域のイベント会場
・立ち寄り温泉
・軽食・食事処

太田川交流館かけはし

プラットホームつなみ整備イメージ

戸河内地区

・安芸太田町の西の玄関口
・観光案内
・サイクリング拠点
・安芸太田町の名産品販売
・マルシェの定期的開催
・レストラン、軽食販売
・公園

・温井地区、津浪地区、加計地区、戸河内地区が連携することで、太田川流域の新たな
にぎわいを創出し、安芸太田町のさらなる魅力向上が期待される。

・加計スマートICのフル化により、町内の観光施設を巡る新たな周遊ルートの確保や、
新たな観光スタイルとなるマイクロツーリズムが増加するなど、地域振興の活性化が
期待される。

温井ダム整備イメージ

・ダム湖を活用した
ウォーターアクティビティ
・インフラツーリズム
（ダム見学・放流見学）
・ダム湖を活用したイベントの実施
・サイクリング拠点
・宿泊（ホテル・グランピング）
・レストラン

温井地区

道の駅来夢とごうち

安芸太田町連携方策案

10



11

かわまちづくりにおいて「やってみたい川の活動」「そのためにできるこ

と、期待していること」「拠点間の連携アイデア」などを具体的に記入し

ご提出をお願いします。

締め切り：令和8年2月２６日（木）

提出方法：メールまたはＦＡＸ、郵送

意 見 様 式

記 入 例
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